
高槻市告示第 482号 

 

 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部解除について 

 

 

土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）第 11条第 2項の規定により、令和 6年高

槻市告示第 27号、令和 6年高槻市告示第 543号及び令和 7年高槻市告示第 275号によ

り指定した形質変更時要届出区域の一部について、指定を解除する。 

 

 

 

  令和 7年 10月 21日 

 

 

高槻市長 濱田 剛史  

 

 

1  指定を解除する区域の所在地 

 

高槻市芝生町一丁目 91番 1、91番 2、94番 1、94番 3、96番 1、97番 1、1106番

5の各一部及び高槻市大字唐崎 2114番 4の一部（別図のとおり） 

 

2  土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号）第 31条第 1項の基準に適

合していない特定有害物質の種類 

 

六価クロム化合物、セレン及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその

化合物 

 

3  土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号）第 31条第 2項の基準に適

合していない特定有害物質の種類 

 

  鉛及びその化合物 

 

4  講じられた汚染の除去等の措置 

 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 



10m格子（単位区画）の回転、調査起点

を中心として時計回りに31°40′46″

回転。

A

B

C D E F

G

1

2

3

4

5

91-1

94-3

94-1

97-1
96-1

99-1

2114-4

91-22114-2

2114-1

100-1

97-5

1106-5

1106-2
91-4

1106-3

91-3

1106-1

1106-4

大字唐崎

2114-3
大字唐崎

5.
60

0.
50

0.
50

102

111

115
123

129
139

144
152

159
168

173
183

188

203

225

276

326334342348355362369375383390398404412
418

427
433

442
448

456
464

472
480

485
493

500

508
OP-3.9

5

OP-3.9
5

OP-3.8
7

OP-3.8
6

OP-3.8
6

OP-3.8
0

OP-3.8
1

OP-3.8
1

OP-3.8
1

OP-3.8
2

管底高OP標高値

※高槻市公共基準点の標高値に

　1.3mを
加えた値を基準とする。
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鉛及びその化合物：土壌含有量基準不適合

鉛及びその化合物：土壌溶出量基準不適合

凡　例

ボーリング調査試料採取地点

採取：　68　地点

六価クロム化合物：土壌溶出量基準不適合

砒素及びその化合物：土壌溶出量基準不適合

砒素及びその化合物：第二溶出量基準不適合

ほう素及びその化合物：土壌溶出量基準不適合

セレン及びその化合物：土壌溶出量基準不適合

ふっ素及びその化合物：土壌溶出量基準不適合

下水道管直上又は近傍のため状況調査地点近傍

から変更した区画

淀川右岸流域下水道管

下水道管から1m離したライン

調査範囲

筆境界線

推定地下水流向

調査範囲(追加調査範囲)

観測井戸設置地点：18地点

：全物質の区域指定を解除する単位区画

区画の統合

〔区画など〕
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